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審査請求人

�›
Ｉ
■■
「 、

��
�Y
�e
	¥

z
��
�Ë
�”

�¬
�ð
�z
�Ê
�U
�Ã

M
�_

'
�;
��
��
�z
�Ê
�>

Q
�3
��
�_
��
��
��
��
�n
�3
�@
�@
�°
��
�[
�è
�{
��
�˜
�˜
��
��
��
�|
�

��
�}
�z

�{

�l

�Ù

	í

�Ù

��

�Ô

処分庁

世 I'
’

記審査請求人（以下「請求人］という。）から平成２５年９月２４E
�’

�ÖＩ起された、処分庁が ’ 付けで行った生活保護廃止虻
「本件処分１」という。）及び■■■■■-■■付けで行った生活保護責７石返
還決定処分（以下「本件処分２」という。）に係る審査請求（以下「本件審査請
求」という。）については、次のとおり裁決する。

主 文

１本件処分１の審査請求を却下する。
２本件処分２を取り消す。

理 由
第１審査請求の趣旨及び理由
本件審査請求の趣旨及び理由は次のとおりであり、本件処分は違法又は不当であ
ると主張しているものと解される。

１審査請求の趣旨
本 件 審 査 請 求 の 趣 旨 は 、 請 求 人 力 団 ． 陸 受 領 し た こ と に よ

る 保 護 廃 止 処 分 及 び ■ Ｄ を 受 領 し た こ と に よ る 生 活 保 護 法
（以下「法」という。）第６３条による費用返還決定処分について、その取消し
を求めるというものである。

２審査請求の理由
審査請求の理由の要旨は次のとおりである。



（１）処分庁は収入認定を前提として検討を行っている。しかし、「生活保護法
による保護の実施要領について」（昭和３６年４月１日厚生省発社第１２３号
厚生事務次官通知｡以下｢次官通知｣という｡）第8-3のとおり､廓

に関しては、いきなり包括的に収入認定せず、自立更
ら除外すべきである。そののち、残った額を法６３条

| ■ ■ ■ … Ⅷ生費用をまず曇収入霊室寮
による費用返還とし、又は、法２６条に基づき収入認定による保護の停止又は
廃止処分をするべきである。

（２）精神的苦痛に対して、一律８,０００円を収入認定しない取扱いとするこ
とは誤りである。本来ならばサリン事件と同様に損害賠償金は全額を収入認定
から除外するべきである。

（３）処分庁は自立更生にあたるかどうかの判断をほとんど行わず、適当に領収

臺鬘譲鮭支鴬雪鬘簔麓鰹鐡乏雪灘窒
かの判断が面倒だったからだと考えられる。

（４）処分庁から法２６条に基づく停止又は廃止処分についての話はなく、処分
は突然行われた。

（ ５ ） 請 求 人 は 、 処 分 庁 に 、 ｑ - 、
と申し出たが､■■■に支給したI1円で購入すべきと説明を受け
た。しかし、被服費の保護の基準の額が夏季と冬季で違っていることから考え
れば、’一円は冬物衣料の購入費である。したがって、処分庁は、夏
物衣料の購入費について、生活保護法による保護の実施要領について（昭和３
８年４月１日社発第２４６号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」とい
う ｡ ） 第 ８ - ２ - （ ４ ） の 但 し 書 き に 基 づ き 、 Ｉ ■ の 預 託
を請求人に勧めるべきであった。また、同様に夏季の電化製品の購入費につい
ても預託を勧めるべきものであった。しかし、処分庁からそのような説明は一
切なく、ｉ ｌを生活費に使うことを求められた。したがっ
て、今回のＩ■■■でその是正を求める。

（６）家具等もまだ購入しなければならないものがあるにも関わらず､■■■■
I:|を包括的に収入認定し、法第２６条に基づく停止又は廃止処分
をされた。そのため、家具等の購入を断念した。これは処分庁の怠慢と落ち度
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費用については、保護費の返還額から除かれるべきである。
以下、この点について検討する。

上記第５-２のとおり、保護は、生活に困窮する者がその利用し得る資産
を、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるこ
とが、法に規定されている。
また、上記第５-３のとおり、法第６３条は「被保護者が、急迫の場合等に

おいて資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を
支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相
当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければなら
ない。」と定めている。上記第４-８及び９のとおり、
と■■が成立し､I■■■を受領している。したがって
■■■が成立した時点において､請求人は■■■■■■■の資力を有していたと認められる。このような場合､「■-を受領した際には､法第６３条に
よる保護費の返還義務が生じることになる。
本件処分２について、処分庁は上記第４-１２のとおり、保護開始日を資力

が発生した日としている。保護開始前の災害等による補償金、保険金等であれ
ば保護開始時より資力があるものと認定することになる。しかしながら、請求
人が受領したのは上記第4-9のとおり、前住居の退去に伴い'--■■
■̅■■■■■■である。このような場合は､■■■の請求権が確定した

時点から資力が発生したと考えるべきである。そのため、処分庁の資力が発生
した日の認定には誤りが認められる。ただし、上記第４-１２及び１３に基づ
き､資力が発生した１-■■■■■■■■以後に処分庁が支給した額を計算す
ると、生活扶助■■■■■■円､住宅扶助■■■■■■円及び医療扶助
■■■■■■円を合わせた額は■■■■円となる。この額は､処分庁が本件処分2により返還を求めた■■■■■■円を超えているため､返還額
に誤りは生じない。

また、法第６３条の返還決定に当たっては、保護金品の全額を返還額とする
ことが当該世帯の自立を著しく阻害すると認められるような場合には、一部の
額を要返還額から控除して決定することも考慮されるべきである。
具体的には、上記第５-４の次官通知第８-３-（３）に該当するものにつ

いては、上記第５-５の局長通知第８-２-（４）に基づき自立更生費が認め
られるかどうかを検討するべきである。そして、上記第５-６の課長通知問第
８の４０に示された認定基準により検討した結果、保護の実施機関が必要と認
めた自立更生費は、要返還額から控除されるべきである。
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本件処分について､請求人は､上記第４-９のとおり、■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■控除すべき費用として処分庁に申請している。さら
に、上記第３-３及び３-４のとおり反論書において、慰謝料及び就労に伴う
経費を収入認定から除外するべきとしている。
処分庁は、上記第４-１２のとおり、請求人から申請のあった費用のうち、
■■|■■■のみ自立更生費と認定し、
は、自立更生費とは認められないと’は、自立更生費とは認められないとしている。
自立更生費とは認められないとした費用のうち､まず■■■■■について検

討する。上記第４-１０-（１）のとおり処分庁は、ケース検討会議におい
て､転居日である■■■■■■■■■から相当期間経過しているため自立
更生費とは認められないと判断している。しかし､請求人が控除を求めたl■■

た費用ではなく、
〆 であると認められる。したがって、転居日から相当期

､その■■■■■が､上記第５-６の基準に照らし、間経過していたとしても、その■■■■■が、上記第５-６の基準に照らし、
自立更生に役立つのであれば、自立更生費として認められるべきものである。

を耀緑裟奎鰯宇圭急ただし、こ
依頼した業
無くなっている｡このことから､処分庁が■■■■は自立更生費にあたらな
いとしたことは、本件処分２を取り消すべき理由とは認められない。
次に､--二二ついて検討する｡上記第4-’０-(2)のとおり

処分庁は、ケース検討会議において、これらは居宅生活費から購入することと
なるため、自立更生費には該当しないと判断している。また、上記第２-２の
とおり、処分庁は弁明書において､■■■■■■■■■Ｕを支給している
ことを自立更生費として認定できない理由としている。さらに、これらは局長
通知第８-２-（４）により示されている直ちに生業、医療、家屋補修等自立
更生のための用途に供されるものとはいえないことを理由としている。
処分庁は､上記第4-3のとおり、請求人に■■■-三ｒ支

給していると認められる。さらに､控除額は、地域住民との均衡を考慮し、社
会通念上容認される程度に限られるべきである。しかし、局長通知第８-２-
（４）の「収入として認定しない額」の認定基準として示されている課長通知
問第８-４０の答（１）によれば、上記第５-６のとおり「生活基盤の回復に

雲する経費』は自立更生費として認められるものである。したがって､既I旬
■--２支給していることや､一般に衣類や家具は居宅生活
費から購入すべきであることをもって自立更生費ではないとは判断できない。
自立更生費の必要性は、請求人の受けた被害状況や生活基盤の回復状況を調査
し、実際に購入する品目ごとに個別具体的に検討して判断すべきものである。

’
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処分庁は、本件処分２の決定にあたり、このような調査、検討を行っていると
は認められない。
なお、上記第４-９のとおり、請求人が提出した保護変更申請書には具体的
に控除を求める■■■■の内容が記載されていない｡請求人が主張する■■■
■■■という品目だけで控除の適否を決定することは困難である｡処分庁はこ
の点について、上記第４-９のとおり、請求人から見積書の提出を求めたこと
が認められるが、請求人から提出はされていない。そして、処分庁は請求人か
ら提出がない状態で自立更生費とは認められないと判断し、請求人に通知をし
ている。この点について、処分庁の判断は拙速であったと認められる。

次に､請求人が反論書で求めてい■及び■■■■■■を収入認定か
ら除外するべきという点について検討する｡請求人が受領した金額が､■--
であるとしても、その用途が自立更生にあてられた費用と認められなければ、
収入認定から除外するべき理由はない。また、本件処分２において請求人が受
領した金額は、上記第４-９のとおり調停成立に伴う解決金等であり、就労で
得た収入ではない。よって、請求人の主張には理由がない。

第 ６ 結 論
以上検討したとおり、本件審査請求のうち、処分庁が行った本件処分１につ

いては行政不服審査法第４０条第１項の規定により主文のとおり裁決する｡
また、処分庁が行った本件処分２については、行政不服審査法第４０条第３

項の規定により主文のとおり裁決する。

平成２５年１１月20日 -鹿審査庁埼玉県知事上 田

教 示
の裁決に不服がある場合には、この裁決があったことを知った日の翌日から起
て３０日以内に、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができます。
だし、裁決があったことを知った日の翌日から起算して３０日以内であって
裁決があった日の翌日から起算して１年を経過すると再審査請求をすることが

この裁決に不服がある場合には、
算して３０日以内に、厚生労働大ｆ
ただし、裁決があったことを知
も、裁決があった日の翌日から趣
できなくなります。



また、この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算し
て6か月以内に､この裁決の前提となる決定をしー被告として決定の
取消しの訴えを、あるいは埼玉県を被告としてこの裁決の取消しの訴えを提起する
ことができます．この場合､訴訟において-たｌを代表する者は■■■■■
■､埼玉県を代表する者は埼玉県知事です。
ただし、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であって
も、裁決があった日の翌日から起算して１年を経過すると決定及び裁決の取消しの
訴えを提起することができなくなります。

夕


